
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年８月９日

【四半期会計期間】 第58期第１四半期（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

【会社名】 株式会社アシックス

【英訳名】 ASICS Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ　尾山　基

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町７丁目１番１

【電話番号】 078（303）2213

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員・管理統括部長兼研究部門担当　佐野　俊之

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区錦糸４丁目10番11号　東京支社

【電話番号】 03（3624）2244

【事務連絡者氏名】
アシックスジャパン営業本部東日本営業統括部東日本営業管理部長

石塚　達信

【縦覧に供する場所】 株式会社アシックス東京支社

（東京都墨田区錦糸４丁目10番11号）

株式会社アシックス関西支社

（兵庫県尼崎市潮江１丁目３番28号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

  

（注）関西支社は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

EDINET提出書類

株式会社アシックス(E02378)

四半期報告書

 1/22



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第１四半期連結
累計期間

第58期
第１四半期連結
累計期間

第57期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高（百万円） 59,428 65,367 235,349

経常利益（百万円） 6,558 8,103 19,467

四半期（当期）純利益（百万円） 3,441 5,174 11,046

四半期包括利益又は包括利益（百万

円）　
2,877 7,785 4,199

純資産額（百万円） 110,435 112,241 106,369

総資産額（百万円） 189,850 211,370 200,790

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
18.15 27.29 58.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 52.9 49.8 49.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては

記載しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

４. 第57期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　なお、当第１四半期連結累計期間から報告セグメントを変更しております。変更の内容については、「第４　経理の

状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

EDINET提出書類

株式会社アシックス(E02378)

四半期報告書

 2/22



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１）業績

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、景気は総じて緩やかに回復してきたものの、依然として欧米を

中心に高い失業率や景気下振れ懸念などが見られました。日本経済は、東日本大震災の発生後、電力供給の制約や

原子力災害の影響により、企業収益の改善や設備投資の持ち直しは弱まり、景気は厳しい状況で推移しました。ま

た、デフレの影響や雇用不安なども依然として残り、先行きは不透明な状況で推移しました。

スポーツ用品業界につきましては、ランニングブームなどを背景に、健康志向によるスポーツへの関心が高まっ

ているものの、国内では、消費者の節約志向は根強く、厳しい状況が続きました。

このような情勢のもと、当社グループは、「パリマラソン」や「ストックホルムマラソン」をはじめとする世界

各地のマラソン大会へ協賛するなど、引き続きグローバルレベルでのランニング事業の強化・拡大を図るととも

に、宝塚歌劇団とウォーキングシューズ「BC WALKER（ビーシーウォーカー）」のTVコマーシャルを共同で制作す

るなど、企業イメージの向上およびブランド力の強化に努めました。さらに、アパレル事業の効率化を図るため、香

港にスポーツアパレルなどの開発・生産管理・品質管理を行う「亞瑟士香港服装有限公司」を設立しました。

新規ビジネスとして、幼児の運動能力測定サービス「キッズスポーツチャレンジ」をスタートさせ、子どもたち

の健全な育成につながる分野の事業を展開しました。

また、「A Bright Tomorrow Through Sport (ブライト トゥモロー スルー スポーツ)あしたへ、スポーツとと

もに」として、東日本大震災で両親をなくした子どもたちを対象とした継続的な支援活動を開始しました。

当第１四半期連結累計期間における売上高は65,367百万円と前年同期間比10.0％の増収となりました。このう

ち国内売上高は、主にランニングシューズおよびバスケットボールシューズが好調であったため、21,493百万円と

前年同期間比4.6％の増収でした。海外売上高は、前連結会計年度において連結子会社としたホグロフスホール

ディングABおよびアシックスカナダコーポレーションの影響に加え、欧州および米州でランニングシューズが堅

調に推移しましたので、43,873百万円と前年同期間比12.8％の増収となりました。 

売上総利益は主として売上高の増加により、29,854百万円と前年同期間比10.2％の増益となりました。販売費及

び一般管理費は、主に広告宣伝費等の増加に加え、前連結会計年度に行われた企業結合によって発生したのれんお

よび無形固定資産の償却費を計上した結果、21,392百万円と前年同期間比11.2％増加となり、営業利益は8,462百

万円と前年同期間比7.8％の増益となりました。経常利益は為替差損の減少などにより8,103百万円と前年同期間

比23.6％の増益、四半期純利益は5,174百万円となり、前年同期間に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を

計上したことなどにより、前年同期間比50.3％の増益となりました。 

　

　報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①日本地域

日本におきましては、ランニングシューズおよびバスケットボールシューズが好調であったため、売上高は

25,944百万円（前年同期間比4.2％増）となり、セグメント利益は、1,552百万円（前年同期間比13.3％増）とな

りました。

②米州地域

米州におきましては、前連結会計年度において連結子会社としたアシックスカナダコーポレーションの影響

に加え、ランニングシューズが堅調であったため、売上高は16,401百万円（前年同期間比12.2％増）となり、セ

グメント利益は1,883百万円（前年同期間比35.1％増）となりました。

③欧州地域

欧州におきましては、ランニングシューズが堅調であったため、売上高は18,386百万円（前年同期間比8.0％

増）となりましたが、広告宣伝費等の増加により、セグメント利益は3,801百万円（前年同期間比6.4％減）とな

りました。
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④オセアニア地域 

オセアニアにおきましては、ランニングシューズが低調であったため、売上高は2,925百万円（前年同期間比

7.9％減）となり、セグメント利益は817百万円（前年同期間比26.5％減）となりました。  

⑤東アジア地域  

東アジアにおきましては、ランニングシューズおよびオニツカタイガーシューズが堅調であったため、売上高

は3,244百万円（前年同期間比5.9％増）となり、セグメント利益は345百万円（前年同期間比161.1％増）とな

りました。  

⑥その他事業  

その他事業におきましては、前連結会計年度においてホグロフスホールディングABを連結子会社としたこと

により、売上高は2,055百万円となり、企業結合により発生したのれんおよび無形固定資産の償却費を計上した

ことによりセグメント損失は87百万円となりました。  

　

(２）財政状態

　当第１四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産211,370百万円（前連結会計年度末比5.3％

増）、負債の部合計99,129百万円（前連結会計年度末比5.0％増）、純資産の部合計112,241百万円（前連結会計年

度末比5.5％増）となりました。
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(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等　

　（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　　

会社の支配に関する基本方針について

①  会社の支配に関する基本方針の内容

　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆ

る「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定する

ものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応じて当社株式の売却を行うか否かは、

最終的には当社株式を保有する当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えます。

　しかし、当社および当社グループは、スポーツを核とした事業領域で、当社の企業価値・株主共同の利益の確保

・向上に取り組んでおり、そのために幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先および従業

員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素であり、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現するこ

とのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。

②  当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み

  当社は、1949年（昭和24年）に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会として

創業以来、「健全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「スポーツを通して、すべてのお客様に価

値ある製品・サービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、世界のスポーツをす

る選手、スポーツを愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわり

を持ち続けてまいりました。

　1977年（昭和52年）に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore Sano」の

頭文字から社名を株式会社アシックス（ASICS）へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。

　当社および当社グループは、スポーツシューズ類、スポーツウエア類、スポーツ用具類などスポーツ用品等を、

国内および海外で製造販売しております。そして、長年トップアスリートのニーズに応えてきた技術力とものづ

くりへのこだわりや欧米を中心とした海外でのシューズを中心としたランニング事業における高いブランドイ

メージを基盤として、2015年度までの中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」を発表し、

「スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する」をビジョンとして定め、３つの

事業領域である①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康快適事業

領域において、製品戦略：「革新的な価値の提供とお客様ニーズ対応の融合」、組織戦略：「グローバル組織の

構築」をそれぞれ進め、事業の拡大・強化に取り組んでおります。

　当社および当社グループは、「グループ全体で、お客様起点の活動を徹底する」を基本方針とし、今後も中長期

的な視野に立ち、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること

を防止するための取り組み

　　当社は、平成23年６月24日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部を改

定して３年間継続することを決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方針を

「本対応方針」といいます。）。

　本対応方針の概要は次のとおりであります。

　当社は、突然大規模な買付行為がなされたときに、大規模買付者による当社および当社グループの従業員、顧客

および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針や当社グループの経営に参画したときの経営方針

・事業計画等が、当社の企業価値・株主共同の利益を高めるものか等を当社株主に短期間のうちに適切に判断

していただくためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが

不可欠と考え、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に当社株主の判断のために必要かつ十分

な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであると考えます。

　また、当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討

を速やかに開始し、独立委員会からの勧告や外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形

成して公表いたします。

　かかるプロセスを経ることにより、当社株主は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案に対

する諾否を検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する最終的な諾否を適切に決定するために必

要かつ十分な情報の取得と検討の機会を得られることとなります。

　当社取締役会は、上記の見解を具現化した一定の合理的なルールに従って大規模買付行為が行われることが、

当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模買付

ルール」といいます。）を設定いたしました。

　大規模買付ルールの骨子は、①大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対し、予定する大規模

買付行為に関する必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会は、一定の評価期間内に当該大規模買付行為に
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対する当社取締役会としての意見をまとめて公表し、③大規模買付者は、当該評価期間経過後に大規模買付行為

を開始するというものであり、その概要は次のとおりであります。

　(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の判断および当社取締役会と

しての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を書面で提供していただき

ます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成等のため必要かつ十分な本必要情報が大規模買付者

から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに当社株主に公表

します。なお、当社取締役会は、必要に応じて情報提供の期限を設定しますが、大規模買付者から合理的な理由に

基づく延長要請があった場合には、その期限を延長することができるものとします。

　(ⅱ)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評

価期間」といいます。）として、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了したと公表した日

の翌日から、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90

日間（その他の大規模買付行為の場合）を設定し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始さ

れるものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助

言および監査役の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限

尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動を含め、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて決議し

公表します。

　大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動

要件を満たすときを除き、当社株主に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供させて

いただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。当社取締役会は、大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行

為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判

断したときに限り、取締役会から独立した組織の独立委員会に必ず諮問し、独立委員会の勧告を最大限尊重した

うえで、無償割当による新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認め

る措置を内容とする対抗措置を発動することができるものとします。なお、当社取締役会は、対抗措置を発動す

るに際し、株主共同の利益に照らし株主意思を確認することが適切と判断する場合は、株主総会を招集し、対抗

措置に関する当社株主の意思を確認することができるものとします。

　

④　上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際

に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するた

めに必要な情報や時間を確保し、当社株主のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

　次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合

であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を

発動することが相当であると判断したときに限り、対抗措置が発動されるように設定されており、当社取締役会

による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

　また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、当社取締役会から独立した社外役員等によって組織

された独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要につ

いては当社株主に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対応方

針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。

　最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の承認を条件に継続されるものであり、その継続について当

社株主の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、有効期間の満了前であっても、当社

取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるこ

とになります。さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の

継続、廃止または変更の是非の判断に当社株主の意向が反映されます。

　これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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(４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は205百万円（前年同期間比7.7％増）

であります。なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。

　

(５）従業員の状況

　当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(６）生産、受注及び販売の状況

　当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

　

(７）設備の状況

　当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計

画の著しい変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 790,000,000

計 790,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成23年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 199,962,991 199,962,991

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 199,962,991 199,962,991 － －

（注）平成23年５月16日開催の取締役会決議に基づき、平成23年７月１日付で単元株式数を1,000株から100株に

変更しております。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項がないため記載しておりません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項がないため記載しておりません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項がないため記載しておりません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 199,962 － 23,972 － 6,000
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿により記載して

おります。

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式)

普通株式

10,359,000

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

188,311,000
188,311 －

単元未満株式
普通株式

1,292,991
－ －

発行済株式総数 199,962,991 － －

総株主の議決権 － 188,311 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

　　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アシックス
神戸市中央区港島中

町７丁目１番１
10,359,000 － 10,359,000 5.18

計 － 10,359,000 － 10,359,000 5.18

（注）当第１四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、10,366,771株であります。

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　

至　平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）に係る四

半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。　　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,446 28,965

受取手形及び売掛金 55,059 62,192

有価証券 2,766 2,744

商品及び製品 42,373 42,867

仕掛品 307 290

原材料及び貯蔵品 1,044 1,213

繰延税金資産 4,778 5,630

その他 5,918 4,410

貸倒引当金 △2,064 △2,101

流動資産合計 136,629 146,213

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 31,612 31,800

減価償却累計額 △19,440 △19,728

建物及び構築物（純額） 12,171 12,072

機械装置及び運搬具 4,509 4,609

減価償却累計額 △3,275 △3,366

機械装置及び運搬具（純額） 1,233 1,242

工具、器具及び備品 9,275 9,781

減価償却累計額 △7,213 △7,585

工具、器具及び備品（純額） 2,062 2,195

土地 10,351 10,439

リース資産 1,539 1,642

減価償却累計額 △596 △667

リース資産（純額） 942 975

建設仮勘定 1,203 1,656

有形固定資産合計 27,965 28,583

無形固定資産

のれん 5,949 6,259

その他 13,253 13,982

無形固定資産合計 19,202 20,242

投資その他の資産

投資有価証券 6,650 6,399

長期貸付金 359 369

繰延税金資産 1,758 2,001

その他 9,732 9,068

貸倒引当金 △1,509 △1,507

投資その他の資産合計 16,992 16,331

固定資産合計 64,160 65,157

資産合計 200,790 211,370
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,113 19,546

短期借入金 14,090 15,600

リース債務 327 352

未払費用 7,737 7,433

未払法人税等 1,747 2,340

未払消費税等 588 1,338

返品調整引当金 620 402

賞与引当金 1,804 2,647

繰延税金負債 100 298

資産除去債務 23 21

その他 5,370 6,835

流動負債合計 53,523 56,818

固定負債

社債 16,000 16,000

長期借入金 6,425 6,809

リース債務 779 798

退職給付引当金 7,880 8,051

繰延税金負債 3,548 3,711

資産除去債務 514 521

その他 5,748 6,418

固定負債合計 40,897 42,311

負債合計 94,421 99,129

純資産の部

株主資本

資本金 23,972 23,972

資本剰余金 17,182 17,182

利益剰余金 78,963 82,268

自己株式 △7,807 △7,815

株主資本合計 112,311 115,607

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 954 808

繰延ヘッジ損益 112 △1,746

在外子会社資産再評価差額金 ※1
 472

※1
 360

為替換算調整勘定 △14,327 △9,788

その他の包括利益累計額合計 △12,787 △10,365

少数株主持分 6,844 6,999

純資産合計 106,369 112,241

負債純資産合計 200,790 211,370
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 59,428 65,367

売上原価 32,597 35,746

返品調整引当金戻入額 703 566

返品調整引当金繰入額 437 332

売上総利益 27,096 29,854

販売費及び一般管理費 19,243 21,392

営業利益 7,853 8,462

営業外収益

受取利息 102 116

受取配当金 98 107

負ののれん償却額 5 5

その他 198 213

営業外収益合計 405 443

営業外費用

支払利息 87 110

為替差損 1,519 625

その他 92 65

営業外費用合計 1,700 801

経常利益 6,558 8,103

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 － 9

投資有価証券償還益 － 11

貸倒引当金戻入額 13 －

特別利益合計 13 22

特別損失

固定資産売却損 6 －

固定資産除却損 3 1

投資有価証券評価損 35 1

投資有価証券償還損 31 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 377 －

特別損失合計 453 6

税金等調整前四半期純利益 6,118 8,119

法人税等 2,462 2,782

少数株主損益調整前四半期純利益 3,655 5,336

少数株主利益 213 162

四半期純利益 3,441 5,174
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,655 5,336

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △571 △145

繰延ヘッジ損益 838 △1,873

在外子会社資産再評価差額金 △23 △112

為替換算調整勘定 △1,022 4,579

その他の包括利益合計 △778 2,448

四半期包括利益 2,877 7,785

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,660 7,596

少数株主に係る四半期包括利益 216 189
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　　連結の範囲の重要な変更　

　　　該当事項はありません。

【会計方針の変更等】

　　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）　

 １．税金費用の計算 　税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む当連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

【追加情報】

　　（会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　　

　　　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

　　誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

　　関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　　　 なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、当第１

　　 四半期連結累計期間の「貸倒引当金戻入額」は、「営業利益」に計上しておりますが、前第１四半期連結累計期間

　　 については遡及処理を行っておりません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成23年６月30日）

　※１　アシックススカンジナビアASの株式の追加取得（平

成21年８月14日付）に伴う新規連結に関して、実務対

応報告第18号に基づき改正前の国際財務報告基準第

３号を適用したことにより生じたものであります。

　　　　　　　　　　　　同左

（四半期連結損益計算書関係）

　　　該当事項はありません。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書および前第１四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれ

んを除く無形固定資産に係る償却費および長期前払費用に係る償却費を含む。）およびのれんの償却額は次のとおり

であります。

　

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費（百万円） 966 1,191

のれんの償却額（百万円） 99 193

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり　
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成22年６月18日

定時株主総会
普通株式 1,896 10 平成22年３月31日平成22年６月21日利益剰余金　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり　
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 1,896 10 平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　　　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営執行会議

が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　　　当社グループは、主にスポーツ用品等を製造および販売しており、国内においては当社が、海外においては米州、欧

州・中近東・アフリカ、オセアニア/東南・南アジア、東アジアの各地域をアシックスアメリカコーポレーショ

ン、アシックスヨーロッパB.V.、アシックスオセアニアPTY.LTD.、その他の現地法人が、それぞれ担当しておりま

す。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活

動を展開しております。

　　　なお、当社グループは、従来「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」、「アジア・パシフィック地域」および

「その他事業」の５つを報告セグメントとしておりましたが、当第１四半期連結累計期間より、「日本地域」、

「米州地域」、「欧州地域」、「オセアニア地域」、「東アジア地域」および「その他事業」の６つを報告セグメ

ントに変更しております。この変更は、当社の中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」で定

めた基本戦略（組織：グローバル組織の構築）を反映させるための報告セグメントの見直しであり、セグメント

情報の有用性を高めることを目的としております。

　　　「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」、「オセアニア地域」、「東アジア地域」は、主にスポーツ用品等を製

造および販売しており、「その他事業」は、「ホグロフス」ブランドのアウトドア用品を製造および販売してお

ります。　

　

　　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　前連結会計年度に対応する四半期連結累計期間について、変更後の区分方法により作成した報告セグメントごと

の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報は、以下のとおりであります。

　　

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　　　　　（単位：百万円）

 日本地域 米州地域 欧州地域
オセアニア
地域

東アジア
地域

その他事業 合計
調整額
（注）1　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高          

(1)外部顧客への売上高 21,53214,61317,0253,177 3,063 － 59,412 15 59,428

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,370 － － － 0 － 3,370(3,370) －

計 24,90214,61317,0253,177 3,063 － 62,782(3,354)59,428

セグメント利益

又は損失　
1,370 1,394 4,062 1,112 132 － 8,072 (219)7,853

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額△3,354百万円には、セグメント間調整によるもの△3,370百万

　　　　　　 円および報告セグメントに含まれない子会社の売上高15百万円を含んでおります。

　　　　 （２）セグメント利益又は損失の調整額△219百万円には、セグメント間調整によるもの△235百

　　　　　　 万円および報告セグメントに含まれない子会社の利益16百万円を含んでおります。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

（単位：百万円）

  日本地域 米州地域 欧州地域
オセアニア
地域　

東アジア
地域

その他事業 合計
調整額
（注）1　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高          

(1)外部顧客への売上高 22,40416,40018,3862,924 3,171 2,05565,342 24 65,367

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,539 0 － 1 73 － 3,615(3,615) －

計 25,94416,40118,3862,925 3,244 2,05568,958(3,590)65,367

セグメント利益

又は損失
1,552 1,883 3,801 817 345 (87) 8,313 148 8,462

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額△3,590百万円には、セグメント間調整によるもの△3,615百万

　　　　　　 円および報告セグメントに含まれない子会社の売上高24百万円を含んでおります。

　　　　 （２）セグメント利益又は損失の調整額148百万円には、セグメント間調整によるもの130百万円　　　　　

　　　　　　 および報告セグメントに含まれない子会社の利益18百万円を含んでおります。　　　　　

　　  ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　重要な事項はありません。

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　重要な事項はありません。
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（金融商品関係）

　　四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

　

（有価証券関係）

　　四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 18.15円 27.29円

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 3,441 5,174

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 3,441 5,174

普通株式の期中平均株式数（千株） 189,630 189,600

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　　　　ん。

　

（重要な後発事象）

　該当事項がないため記載しておりません。　

　

（開示の省略）

　　企業結合等関係に関する注記事項につきましては、該当事項がないため開示を省略しております。
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２【その他】

　該当事項がないため記載しておりません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

                                                                                      平成２３年８月９日

　

株式会社アシックス
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 　清水　万里夫    印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   笹山　直孝      印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アシッ

クスの平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２３年４月１

日から平成２３年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

　監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

　監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成２３年６月３０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

　利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（注）１.　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　２.　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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